
河川施設 ２月１４日（日）１３：１０　 河川巡視が完了し、応急対策が完了しました。

海岸施設 ２月１４日（日）１３：１０　　

※今後、復旧については順次実施予定です。

海岸巡視が完了し、重大な被害はありませんで
した。

緊急情報／防災情報 令和３年２月１７日（水） １７時３０分

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

【防災情報】 地震による防災情報（第5報）

令和３年２月１３日（土） ２３時０８分頃に発生した福島県沖を震源とする地震により、

仙台河川国道事務所管内においては震度６弱が観測されたため、災害対策支部（非

常体制）を設置して対応にあたっておりましたが、河川について詳細な点検が完了し、

クラックが堤防に達していなかった事が確認されたことから「注意体制（河川）」を解除し

ました。なお、道路・海岸については体制を継続しております。

１．仙台河川国道事務所の体制

災害対策支部 非常体制 令和３年２月１３日（土） ２３：０８

〈発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会〉

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
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２．所管施設の状況

注意体制（道路） 令和３年２月１４日（日） ３：３０

注意体制（河川） 令和３年２月１７日（水） １７：２０ 解除

警戒体制（海岸） 令和３年２月１４日（日） １３：１０



支援 支援 支援

海岸 海岸
令和３年２月１４日
１３時１０分

海岸
令和３年２月１３日
２３時０８分

道路
令和３年２月１４日

３時３０分
道路 道路

令和３年２月１３日
２３時０８分

注意体制 警戒体制 非常体制

河川
令和３年２月１４日
１３時１０分

河川 河川
令和３年２月１３日
２３時０８分

緊急情報／防災情報

【参考】仙台河川国道事務所 災害対策支部体制状況

令和３年２月１７日（水） １７時２０分現在における仙台河川国道事務所の災害対策

支部の体制は以下のとおりです。

令和３年２月１７日（水） １７時３０分

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所


